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第 2節　現代社会と刑事法をめぐる課題
　
日本大学危機管理学部　准教授　上野　幸彦

Ⅰ　はじめに

　近年における社会の急速な変化、とりわけ ICT の発展に伴う社会環境の進化は、われわ

れの日常生活を飛躍的に便利なものとし、日々、新しいサービスが生み出されている。こ

のようなテクノロジーの進展は、健全な市民にとって便益となるばかりでなく、犯罪者に

とっても都合の良い手段を提供するものである。また、デジタルネットワークのグローバ

ル化は、犯罪者にとっては主権国家の間隙をすり抜ける可能性を高めており、犯罪対策に

おける国際的な協調と対応の必要性が一層増大している。このような情勢に照らし、本稿

では、近年における日本の刑事立法の動向について概観し、その傾向や特徴について考察

を行いたい。

Ⅱ　刑事立法の動向

1　刑法の動向 1

　1993 年に、日本でもインターネットの商用利用が許可された。ISP がサービスの提供を

開始すると、急速にインターネットが一般に利用されるようになり、現在では、スマート

フォンの目覚ましい普及と相まって、インターネットを介したコンピュータのネットワー

クは、社会のインフラとして重要な機能を担うに至っている。こうした高度情報通信社会

の健全な発展に寄与するため、1990（平成 11）年、不正アクセス行為自体を禁止し、これ

を処罰の対象とする「不正アクセス禁止法」（同年法律第 128 号〔翌年発効〕）2 が制定さ

れた。その後、2011（平成 23）年、「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部

を改正する法律」（同年法律第 74 号）3 の制定により、サイバー関係の規定の整備が行われ、

罰則に関しては、刑法典中に不正指令電磁的記録に関する罪（19 章の 2〔168 条の 2 およ

び同条の 3〕）が新設 4 されるとともに、手続法上の規定も併せて整備された 5。この改正

を受けて、日本は、既に 1995（平成 16）年に国会により承認されていたサイバー犯罪条

約につき、同条約上義務付けられている犯罪化に関する国内刑法の整備を終え、翌 2012（平

成 24）年、同条約は国内において正式に発効することとなった 6。

　また、組織犯罪に関する立法措置も講じられている。暴力団対策やサリン事件の発生と

いう国内の情勢に加え、犯罪組織によるグローバルな活動に対する国際的な規制の動向も

踏まえ、1999（平成 11）年に、「組織犯罪処罰法」（同年法律第 136 号）や「通信傍受法」（同

年法律第 137 号）等が制定された 7。2000 年に国連は、「国際組織犯罪条約」（2003 年発効）8
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を採択し、これに対応するため、日本も、組織犯罪処罰法の改正による国内法の整備に着

手したものの、とりわけテロ等準備罪の導入に対する反発が強く、改正法の成立は大幅に

遅れて 2017（平成 29）年となった（同年法律第 67 号）9。犯罪化による各国共通の刑事

規制を推進するだけでなく、国際的な組織犯罪対策のもう一つの柱は、マネーロンダリン

グに関する規制である。これに関しては、2007（平成 19）年、「犯罪収益移転防止法」（同

年法律第 22 号）10 が制定され、数次の改正を経て規制の強化が図られている。

　交通犯罪に関連する法の改正も頻繁に行われた 11。自動車運転による死傷事故に関し、

とくに悪質な飲酒運転等による死傷事故に対処すべく、2001（平成 13）年に議員立法の

形で危険運転致死傷罪の規定が刑法典に導入された 12。人身被害を伴う交通事故の場合、

従来、加害運転者はもっぱら過失犯として処理されてきたのであるが、法所定の危険運転

の認識の存在を根拠として、部分的な故意犯化という構成により、法定刑の大幅な引き上

げが行われた。その後、さらなる罰則の整備・強化等が進められ、2013（平成 25）年には、

刑法典から独立して「自動車運転死傷処罰法」（同年法律 86 号）13 が制定されるに至って

いる。このほか、児童買春・児童ポルノ規制に関する国際的な動向を受け、1999（平成

11）年、「児童ポルノ処罰法」が議員立法として制定され、2014（平成 26）年の改正によ

り児童ポルノの所持・保管も処罰の対象となっている 14。性犯罪に関しても、2017（平成

29）年に、強姦罪から強制性交等罪への変更をはじめ、現行刑法制定以来の大幅な改正が

行われた 15。

2　刑事手続法の動向

　刑事手続に関しても、近年、重要な立法が相次いでいる。司法制度改革の一環として、

国民の司法への参加を具現するため、2004（平成 16）年に刑事裁判員制度が導入された 16。

　そして、2016（平成 28）年には、「時代に即した新たな刑事司法制度」を構築すべく、

刑事訴訟法の重要な改正が行われた（同年法律第 54 号）17。改正の主要なポイントは、①

取調べの録音・録画制度の導入、②合意制度・刑事免責制度の導入、③通信傍受の合理化・

効率化等である。①により、取調べの適正や供述の任意性等の立証に資するため、かねて

から課題となっていた取調べの可視化について実現されることとなった。②および③は、

とくに組織的に行われる犯罪等の事案の真相解明に当たり、証拠収集方法や捜査手法の拡

充を図るものである 18。通信傍受については、既述したように 1999 年に通信傍受法が制

定され、捜査機関による強制処分としての通信傍受が合法化されたものの、対象犯罪が非

常に限定され、また手続も厳格であったために、実用に困難を生じていた 19。これを是正

するため、対象犯罪を拡大するとともに、通信事業者の立会いを不要とする傍受を可能と

したものである。

　少年手続に関しても、2000（平成 12）年の少年法改正で、少年事件の処分等の在り方

が見直され、逆送可能年齢が満 14 歳に引き下げられるとともに、重大事犯における満 16
歳以上の少年に対する原則逆送制度への転換、審判における事実認定手続の適正化のため
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の検察官と弁護士（付添人）の関与も認められた。その後も、改正が重ねられている 20。

現在、選挙権年齢および成年年齢の満 18 歳への引き下げを受け、少年法の適用対象年齢

の引き下げについても検討が行われている。

　以上のほか、被害者の権利に配慮したり、その保護を図る法制も整備された 21。

Ⅲ　刑事立法の特徴とその背景

1　刑事立法の特徴

　平成時代の刑事立法を振り返ると、①国際的な動向に対応する刑法の国際化、② ICT の

高度化等に起因する社会状況の客観的な変化等に対応するための立法化という側面を指摘

することができる。そして、その立法の特徴として、処罰の早期化および重罰化・厳罰化

を指摘することができる 22。

（1）刑法の国際化

　国際的な経済活動の展開や ICT の急速な発達は、犯罪現象のグローバル化も促進してお

り、さらに国境の壁を越えて広がるサイバー空間では、組織的な犯罪遂行のチャンスを一

層増大させている。グローバルな組織犯罪に対処するためには、国家間の連携・協力が不

可欠であり、主権国家の刑法が相互に犯罪の共通化を図り、法執行機関の相互協力を通じ

て、はじめて実効的なものとなる 23。サイバー犯罪や組織犯罪に関する一連の刑事立法は、

こうした要請を反映したものであり、国際的な基準に合わせた国内規制の措置であるとい

う側面をもっている 24。

（2）処罰の早期化と重罰化・厳罰化

　近時の刑事立法の特徴として、処罰の早期化を挙げることができる。たとえば、不正ア

クセス禁止法では、不正アクセス行為のほか、―それ以前の段階にある―周辺の行為も処

罰対象であり、組織犯罪処罰法は、幅広い犯罪に関してそれらの予備、そして―準備行為

の存在を条件とする―共謀を捕捉している。また、2004（平成 16）年に、有期の懲役・

禁錮の上限が引き上げられたほか、殺人等の重大犯罪の法定刑が加重されたのをはじめ、

交通犯罪に関連する一連の法改正において、重罰化が顕著である。さらに、たとえば、少

年法の改正では、厳罰化の傾向も認められる。

2　「リスク社会」と刑法の変化

　このような刑事立法の趨勢は、日本に限ったことではなく、ドイツにおいても同様であ

る 25。ズィーバーによれば、ベックが唱えた「リスク社会」26 に、こうした変化を促す背

景を見い出すことができる 27。リスク社会の下で、リスクへの対応として事前の予防が重

視され、とくに重大な事態が想定される場面では、刑事規制を前倒しして、法執行機関に

よる早期の介入を図り、深刻な被害を防ぐことが要請される 28。処罰の早期化という傾向は、

こうした要請を反映するものである 29。一方、リスク意識の高まりに伴う不安の増大を背
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景に、人びとが―潜在的な犯罪被害者として―犯罪被害のリスクを予防するために、刑罰

を積極的に利用することへの期待を強めていることが、重罰化・厳罰化への圧力となって

いると指摘されている 30。リスク社会という認識の拡がりが、リスクと対置される安全へ

の希求を高め、安全を確保するための予防措置として刑事規制の積極的な活用が促されて

いるといえよう 31。

　

Ⅳ　おわりに

　グローバルな時代環境の中で、社会が急速な変化を遂げており、日本も立法的な対応を

迫られている。平成における（既述した）刑事立法の活性化は、こうした要請に基づくも

のである。立法の時代を迎え、今日、その在り方（ないし質）も問われなければならない

32。刑事立法についても、単にその必要性だけでなく、一般に承認されている刑事制裁の

謙抑性・補充性 33 という観点から、他の法規制や民間における自主的規制も視野に入れ、

それぞれの手段の有効性について実証的研究による知見も参照しながら政策的な合理性を

検討すると同時に、自由に対する刑罰介入の正当性について、憲法学等と協働しながら探

究する必要が高まっている 34。また、解釈論の場面においても、刑事規制の拡大に伴う刑

法の適用につき、自由の保障と安全の確保との調整を考慮しつつ、実質的な犯罪性をチェッ

クすることが重要であろう。
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・三井誠ほか編（2013）、『入門刑事法　第 5 版』、有斐閣
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18 合意制度をめぐって、合意に基づく被疑者・被告人の供述の信用性について疑いも残るが、

この点に関し、改正法は弁護人の必要的な関与と虚偽供述に対する罰則により、供述の信用性

を確保しようとしている（川出敏裕（2015）、「協議・合意制度および刑事免責制度」、『論究ジュ

リスト』12 号 61 頁、大澤裕（2017）、「『新時代の刑事司法制度』構築に向けた刑訴法等の改

正―その意義と課題」、『刑法雑誌』、56 巻 3 号 382-383 頁。）。
19 上野幸彦・太田茂（2018）、『刑事法入門』、成文堂、170 頁〔太田茂〕。
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